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１ 女性福祉相談所の相談状況（女性福祉相談所調べ） 

 

１ 女性福祉相談所における相談状況 

 

図 1-1 主訴別受付状況                 単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

離婚問題・家庭不和等 75 52 48 56 62 

夫の暴力 257 270 187 230 201 

その他の夫の問題 43 52 115 142 84 

本人の精神衛生・病気等 92 36 37 59 165 

男女問題 4 5 0 0 4 

帰住先なし等 14 16 25 14 16 

５条違反（売春の勧誘等） 0 0 0 0 0 

その他 282 232 279 310 349 

計 767 663 691 811 881 

 

図 1-2 処理別状況                   単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

婦人保護施設に収容 3 2 1 0 0 

就職・自営 0 0 0 0 0 

家庭へ送還 4 3 1 8 9 

助言・指導のみ 724 616 664 778 843 

その他 37 42 25 25 29 

計 768 663 691 811 881 

 

図 1-3 年齢別受付状況                 単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

１８歳未満 3 1 0 4 0 

１８歳～２０歳未満 12 11 10 46 8 

２０歳～３０歳未満 59 66 45 70 25 

３０歳～４０歳未満 90 97 74 52 66 

４０歳～５０歳未満 270 96 57 82 31 

５０歳～６０歳未満 55 82 175 160 28 

６０歳以上 71 59 55 76 89 

不明 207 251 275 321 634 

計 767 663 691 811 881 
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図 1-4 経路別受付状況                 単位：件  

  H30 R1 R2 R3 R4 

本人自身 599 482 551 675 773 

警察関係 24 18 18 13 22 

法曹関係 2 4 3 2 0 

教育関係 1 0 2 2 1 

他の婦人相談所 0 0 0 0 0 

他の婦人相談員 15 14 0 0 0 

福祉事務所 37 36 36 46 29 

他の相談機関 27 23 15 14 26 

社会福祉施設 1 2 0 1 0 

医療機関 4 3 2 4 1 

縁故者・知人 53 79 58 51 27 

その他 4 2 6 3 2 

計 767 663 691 811 881 

 

２ 配偶者暴力相談支援センターにおける相談状況 

 

図 2-1 相談件数             単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

県 222 226 189 211 128 

新潟市 1,395 1,814 2,156 1,747 1,766 

長岡市 541 669 647 823 884 

計 2,158 2,709 2,992 2,781 2,778 

 

図 2-2 相談者に関する保護命令発令件数  単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

発令 1 2 0 1 0 

却下 0 0 0 0 0 

取下げ 0 0 0 0 0 

不明 0 0 0 0 0 

計 1 2 0 1 0 
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３   一時保護の状況 

 

図 3-1 保護状況                        単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

婦人 31 549 31 672 24 605 35 778 39 935 

同伴児 25 526 24 314 21 601 35 866 27 468 

同伴者 1 21 1 14       

計 57 1,096 56 1,000 45 1,206 70 1,644 66 1,403 

平均保護

日数（婦

人のみ） 

17.7 日 21.7 日 25.2 日 22.2 日 24.0 日 

 

図 3-2 保護状況（委託分再掲）                 単位：件 

  

  

H30 R1 R2 R3 R4 

実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

婦人 9 160 12 162 7 214 16 304 12 259 

同伴児 15 319 18 218 8 336 20 323 12 194 

同伴者   1 14       

計 24 479 31 394 15 550 36 627 24 453 

 

図 3-3 退所後の状況（婦人のみ）           単位：件  

  H30 R1 R2 R3 R4 

婦人保護施設へ  2 2 1 0 0 

自立  5 3 6 13 6 

帰宅  4 2 3 7 9 

帰郷  5 8 3 5 9 

民間団体へ  1 0 0 0 1 

母子生活支援施設へ 7 7 8 8 5 

他の福祉施設へ 2 0 1 0 1 

大使館へ  0 0 0 1 0 

帰国 0 6 0 0 1 

その他  3 3 2 2 7 

計 29 31 24 36 39 
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４ ＤＶによる一時保護の状況（再掲） 

 

図 4-1 保護状況                        単位：件 

  

  

H30 R1 R2 R3 R4 

実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

婦人 24 425 23 394 21 583 32 704 30 757 

同伴児 23 491 23 298 21 601 35 866 25 417 

同伴者 1 21 1 14       

計 48 937 47 706 42 1,184 67 1,570 55 1,174 

一時保護

における

ＤＶの割

合（婦人

のみ） 

77.4% 74.2% 87.5% 91.4% 76.9% 

 

図 4-2 保護状況（委託分再掲）                 単位：件 

  

  

H30 R1 R2 R3 R4 

実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 実人員 延人員 

婦人 9 160 12 162 7 214 16 304 10 240 

同伴児 15 319 18 218 8 336 20 323 11 178 

同伴者   1 14       

計 24 479 31 394 15 550 36 627 21 418 

 

図 4-3 退所後の状況（婦人のみ）        単位：件 

  H30 R1 R2 R3 R4 

婦人保護施設へ 2 1 1 0 0 

自立 4 2 6 11 5 

帰宅 3 1 2 6 7 

帰郷 5 8 2 5 8 

民間団体へ 1 0 0 0 0 

母子生活支援施

設へ 
6 7 8 8 4 

他の福祉施設へ 1 0 0 0 0 

帰国 0 0 0 0 1 

その他 2 2 2 2 5 

計 24 21 21 32 30 
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２ 令和５年度 困難な問題を抱える女性に関する意識調査 

の結果について 
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40.0%

2.2%

2.2%

0.0%

20.0%

2.2%

20.6%

26.5%

14.7%

17.6%

0.0%

14.7%

5.9%

9.7%

18.4%

15.8%

34.6%

3.1%

13.8%

4.6%

12.4%

8.7%

42.1%

17.4%

7.4%

6.2%

5.8%

１人暮らし

本人と親

本人と配偶者（パートナー）

本人と配偶者（パートナー）と子ども

本人と子ども

三世代世帯

その他

図1 一緒に暮らしている方

全体 n=517 15-22歳 n=45 23-29歳 n=34 30-54歳 n=196 55-79歳 n=242

 

＜調査概要＞ 

(1)調査期間 令和５年６月２９日（木）～６月３０日（金） 

(2)調査方法  インターネット調査 

(3)調査対象 15 歳（中学生除く）から 79 歳で新潟県に在住する女性 

(4)回答者数 517 人 

(5)回答者構成  

15 歳～22 歳 45 

23 歳～29 歳 34 

30 歳～54 歳 196 

55 歳～79 歳 242 

計 517 
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20.9%
28.2%

1.9%
5.0%

0.2%
2.7%

1.4%
0.8%

4.8%
26.7%

2.7%
1.4%

2.7%
0.6%

正規の職員・従業員
パート、アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員
契約社員・嘱託
会社などの役員

自営業者（フリーランスを含む）
自家営業の手伝い

内職
無職・家事専従（仕事を探している）

無職・家事専従（仕事を探していない）
高等学校に在学

短大、専門学校（４年未満）在学
大学、専門学校（４年以上）に在学

その他

図2 勤め先（全体）

全体 n=517

6.7%
8.9%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2.2%
0.0%

2.2%
2.2%

31.1%
15.6%

31.1%
0.0%

正規の職員・従業員
パート、アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員
契約社員・嘱託
会社などの役員

自営業者（フリーランスを含む）
自家営業の手伝い

内職
無職・家事専従（仕事を探している）

無職・家事専従（仕事を探していない）
高等学校に在学

短大、専門学校（４年未満）在学
大学、専門学校（４年以上）に在学

その他

図2 勤め先（15～22歳）

15-22歳 n=45

47.2%
26.5%

2.9%

2.9%

0.0%

0.0%

2.9%

0.0%

2.9%

11.8%

2.9%

31.1%

34.1%

2.6%

5.1%

0.0%

3.6%

1.0%

0.0%

7.7%

14.8%

0.0%

11.6%

27.3%

1.7%

6.2%

0.4%

2.9%

1.2%

1.7%

3.3%

42.9%

0.8%

正規の職員・従業員

パート、アルバイト

労働者派遣事業所の派遣社員

契約社員・嘱託

会社などの役員

自営業者（フリーランスを含む）

自家営業の手伝い

内職

無職・家事専従（仕事を探している）

無職・家事専従（仕事を探していない）

その他

図2 勤め先（23～79歳）

23-29歳 n=34 30-54歳 n=196 55-79歳 n=242
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30.3%

8.2%

0.9%

5.7%

5.0%

3.2%

5.6%

0.5%

0.7%

6.5%

0.5%

12.0%

5.2%

2.0%

13.6%

31.3%

0.0%

6.3%

12.5%

6.3%

6.3%

6.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

12.5%

12.5%

0.0%

6.3%

40.0%

8.0%

2.0%

4.0%

6.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

6.0%

0.0%

12.0%

10.0%

2.0%

6.0%

29.3%

8.8%

1.0%

6.1%

6.1%

2.4%

5.7%

1.0%

1.3%

8.8%

1.0%

12.5%

4.4%

2.0%

9.8%

29.2%

8.2%

0.0%

5.1%

3.1%

5.1%

5.6%

0.0%

0.0%

3.6%

0.0%

11.3%

4.6%

2.1%

22.1%

給与・収入が少ない

給与・収入が不安定である
（景気などによりに影響を受けやすい）

賃金や残業代の未払いがある

正規の職員・従業員になれない

昇進が遅い、正当に評価されない

解雇されやすい

パワーハラスメントを受けやすい

セクシュアルハラスメントを受けやすい

マタニティハラスメントを受けやすい

仕事と家庭の両立が難しい

育児に参加できない

休暇がとりにくい

職場で相談できる人がいない

その他

困難を感じない

図3 仕事をする上で困難と感じること（複数回答）

全体 n=558 15-22歳 n=16 23-29歳 n=50 30-54歳 n=297 55-79歳 n=195

※正規の職員・従業員～内職のいずれかに回答した方のうちの割合
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8.9%

7.7%

6.2%

2.6%

6.7%

5.5%

2.2%

11.0%

2.2%

3.8%

43.3%

7.1%

7.1%

7.1%

0.0%

14.3%

7.1%

7.1%

21.4%

7.1%

7.1%

14.3%

12.5%

14.6%

8.3%

2.1%

10.4%

6.3%

8.3%

8.3%

6.3%

2.1%

20.8%

9.8%

9.8%

5.9%

3.5%

10.2%

6.7%

2.8%

11.0%

1.6%

2.8%

35.8%

7.5%

4.5%

6.0%

1.9%

2.2%

4.1%

0.4%

10.8%

1.9%

4.9%

56.0%

職場の人間関係がうまくいっていない

労働時間が長い

男女間で賃金や処遇等で差別がある

仕事を探しているが見つからない
（失業している）

転職先を探しているが、条件が合ない

社会保険料（年金、健康保険、
介護保険）が払えない

結婚や出産ができない

周りに相談できる人がいない

近所の人とうまくいっていない

その他

困難を感じない

図4 社会生活で困難と感じること（複数回答）

全体 n=584 15-22歳 n=14 23-29歳 n=48 30-54歳 n=254 55-79歳 n=268

※正規の職員・従業員～無職・家事専従（仕事をしていない）のいずれかに回答した方のうちの割合

23.1%
15.4%

6.2%
10.8%
10.8%

0.0%
6.2%

1.5%
4.6%

1.5%
4.6%

0.0%
0.0%

1.5%
13.8%

授業についていけない
校則やきまりが厳しい

教員との関係がうまくいかない
同級生との関係がうまくいかない

友人を作れない
いじめにあっている

学校で相談できる人がいない
部活動、クラブが厳しい

学費が支払えない（負担が大きい）
進学を断念する

希望する進学先を選ぶことができない
希望する就職先を選ぶことができない

家族の世話をするため、勉強や部活ができない
その他

困難を感じない

図5 学校生活で困難と感じること（複数回答）

15-22歳 n=65

※学生と回答した方のうちの割合
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9.5%

3.8%

2.4%

0.8%

20.7%

11.1%

2.3%

7.2%

1.6%

2.6%

0.9%

2.4%

4.6%

30.1%

8.3%

0.0%

11.1%

0.0%

12.5%

11.1%

6.9%

5.6%

2.8%

5.6%

4.2%

5.6%

4.2%

22.2%

8.9%

2.2%

4.4%

4.4%

6.7%

17.8%

2.2%

2.2%

2.2%

4.4%

0.0%

2.2%

6.7%

35.6%

9.9%

4.6%

1.3%

1.3%

18.5%

12.3%

2.6%

9.6%

2.0%

3.0%

1.3%

2.3%

5.3%

25.8%

9.3%

4.0%

1.2%

0.0%

26.5%

9.0%

0.9%

5.9%

0.9%

1.2%

0.0%

1.9%

3.7%

35.2%

親、兄弟姉妹、子どもとの関係がうまくいっていない

配偶者（パートナー）との関係がうまくいっていない

友人との関係がうまくいっていない

交際相手との関係がうまくいっていない

身体の健康に不安がある

心の健康（うつ、睡眠障害など）に不安がある

ひきこもっている

家事・育児・介護の過度の負担がある

料金未納で電気・ガス・水道等が止まる

食料品が買えない

生理用品が買えない

医療費が払えないので受診できない

借金の返済ができない

困難を感じない

図6 日常生活で困難と感じること（複数回答）

全体 n=740 15-22歳 n=72 23-29歳 n=45 30-54歳 n=302 55-79歳 n=321
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12.5%

8.8%

5.3%

6.4%

4.9%

8.6%

12.0%

6.9%

6.6%

1.7%

1.2%

2.2%

9.7%

5.0%

8.3%

14.2%

0.7%

3.0%

3.7%

3.7%

10.4%

20.1%

11.2%

8.2%

3.0%

4.5%

1.5%

3.7%

6.0%

6.0%

9.5%

3.4%

5.2%

4.3%

0.0%

11.2%

18.1%

11.2%

6.0%

2.6%

1.7%

3.4%

7.8%

7.8%

7.8%

12.3%

9.0%

5.2%

5.2%

3.7%

9.3%

13.2%

8.1%

7.6%

2.5%

1.0%

2.2%

11.5%

5.1%

4.1%

12.8%

11.7%

6.0%

8.8%

7.5%

7.0%

7.3%

3.7%

5.1%

0.4%

0.4%

2.0%

9.7%

4.0%

13.6%

親との関係がうまくいっていないと
感じたことがあった

配偶者（パートナー）との関係がうまく
いっていないと感じたことがあった

家族関係が破綻していると感じたことがあった

親、配偶者（パートナー）、兄弟
姉妹、子どもに病気や障害があった

身体の健康の不調（入院する
など大きな病気）があった

心の健康（うつ、睡眠障害など）の不調があった

自分はダメな人間と考えたことがあった

部屋から出たくないと感じたことがあった

いじめを受けていたと感じたことがあった

不登校になったことがあった

家出、深夜徘徊をしたことがあった

性的に嫌な思いをしたことがあった

生活が苦しいと感じたことがあった

浪費、散財をしたことがあった

上記のいずれも経験がない

図7 過去の経験（複数回答）

全体 n=1388 15-22歳 n=134 23-29歳 n=116 30-54歳 n=592 55-79歳 n=546
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39.1%

54.5%

6.5%

48.6%

43.2%

8.1%

44.0%

56.0%

0.0%

40.7%

52.9%

6.4%

34.5%

58.3%

7.1%

相談した

相談しない

忘れた、覚えていない、
困難と感じたことがない

図8 相談の有無

全体n=402 15-22歳 n=37 23-29歳 n=25 30-54歳 n=172 55-79歳 n=168

※過去の経験の設問でいずれかの経験があったと回答した方のうちの割合

31.5%

26.7%

9.0%

2.1%

13.5%

4.2%

2.7%

2.4%

0.9%

4.8%

1.8%

0.3%

27.7%

17.0%

2.1%

2.1%

6.4%

12.8%

12.8%

8.5%

4.3%

2.1%

4.3%

0.0%

32.0%

32.0%

16.0%

0.0%

12.0%

0.0%

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

4.0%

0.0%

32.3%

27.1%

11.0%

1.3%

14.8%

3.9%

1.9%

1.9%

0.0%

3.9%

1.9%

0.0%

32.1%

29.2%

7.5%

3.8%

15.1%

1.9%

0.0%

0.0%

0.9%

8.5%

0.0%

0.9%

家族

友人・知人・交際相手

職場やアルバイト先の人

民間支援団体の人

医師、弁護士、カウンセラーなど専門家

学校の先生

保健室の先生（養護教諭）

学校の相談員
（ｽｸｰﾙ ｶｳ ﾝｾﾗ ｰ・ｽｸｰ ﾙｿｰ ｼｬﾙ ﾜｰｶ ｰ）

警察

公的な相談窓口

S N Sやインターネット上の友人

その他

図9 相談相手（複数回答）

全体n=333 15-22歳 n=47 23-29歳 n=25 30-54歳 n=155 55-79歳 n=106

※相談の有無の設問で「相談した」と回答した方のうちの割合
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34.9%

15.7%

16.0%

10.2%

19.5%

1.2%

2.6%

28.6%

21.4%

17.9%

14.3%

10.7%

3.6%

3.6%

32.1%

14.3%

14.3%

17.9%

21.4%

0.0%

0.0%

33.3%

15.6%

19.7%

10.9%

16.3%

1.4%

2.7%

38.3%

14.9%

12.1%

7.1%

24.1%

0.7%

2.8%

相談しても解決しないと思った

誰に相談したらよいか分からなかった

恥ずかしくて相談できなかった

相談相手に負担や迷惑になると思い、話せ
なかった

相談できる人はいない

その他

わからない

図10 相談しなかった理由（複数回答）

全体 n=344 15-22歳 n=28 23-29歳 n=28 30-54歳 n=147 55-79歳 n=141

※相談の有無の設問で「相談しない」と回答した方のうちの割合

39.2%

27.1%

5.9%

1.3%

4.7%

0.7%

0.1%

0.5%

1.2%

6.5%

1.6%

0.5%

10.9%

31.6%

31.6%

2.6%

0.0%

3.9%

7.9%

1.3%

2.6%

1.3%

3.9%

2.6%

0.0%

10.5%

42.9%

28.6%

8.9%

0.0%

3.6%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.8%

0.0%

14.3%

37.2%

27.2%

8.8%

1.2%

5.1%

0.0%

0.0%

0.6%

0.9%

5.7%

2.1%

0.3%

10.9%

42.0%

25.9%

3.5%

1.9%

4.5%

0.0%

0.0%

0.0%

1.6%

8.6%

0.8%

0.8%

10.4%

家族

友人・知人・交際相手

職場やアルバイト先の人

民間支援団体の人

医師、弁護士、カウンセラーなど専門家

学校の先生

保健室の先生（養護教諭）

学校の相談員
（ｽｸｰﾙ ｶｳ ﾝｾﾗ ｰ・ｽｸｰ ﾙｿｰ ｼｬﾙ ﾜｰｶ ｰ）

警察

公的な相談窓口

S N Sやインターネット上の友人

その他

誰にも相談しない

図11 今後の相談相手（複数回答）

全体 n=837 15-22歳 n=76 23-29歳 n=56 30-54歳 n=331 55-79歳 n=374
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 困難な問題を抱える女性に関しての意見・感想（抜粋） 

相談窓口の充実 

・身元を明かさず、気軽に相談できる窓口が、もっと見つけやすいと良い。 

・相談窓口が身近にあると良い。 

・もっと身近に誰でも相談できる窓口があれば良い。相談がなくても入りやすく、誰でも利用できると

ころ。 

・いろんな悩みに対応する相談窓口があると心強い。 

8.2%

5.6%

10.0%

7.9%

18.1%

9.7%

12.4%

5.1%

6.7%

3.1%

1.8%

0.2%

3.7%

7.5%

9.9%

4.0%

7.9%

8.9%

19.8%

16.8%

5.9%

4.0%

5.0%

3.0%

2.0%

0.0%

1.0%

11.9%

10.3%

7.2%

10.3%

13.4%

24.7%

7.2%

8.2%

4.1%

6.2%

4.1%

1.0%

0.0%

1.0%

2.1%

8.4%

6.0%

10.9%

10.2%

18.7%

8.0%

11.6%

5.5%

6.7%

4.0%

2.2%

0.2%

2.4%

5.3%

7.1%

5.0%

9.4%

4.0%

15.7%

10.7%

15.5%

5.2%

7.1%

1.9%

1.5%

0.2%

6.3%

10.3%

食料の提供

住まいの提供

医療の提供

十分な給与を得られる仕事
に就くための教育支援

金銭的な支援

家族や友人など身近な人の支援

公的機関からの支援

民間団体からの支援

医師、弁護士、カウンセラー
など専門家からの支援

職場内での相談窓口の設置

学校への相談員（ｽｸｰﾙ ｶｳﾝ ｾﾗｰ・ｽｸｰﾙ
ｿ ｰ ｼ ｬ ﾙ ﾜｰｶ ｰ）の派遣回数を増やす

その他

必要なことはない

わからない

図12 困難を解決するための支援策（複数回答）

全体 n=1225 15-22歳 n=101 23-29歳 n=97 30-54歳 n=550 55-79歳 n=477



14 
 

３ 令和５年度 配偶者やパートナーからの暴力等に関する意識調査 

の結果について 

 

 
 

 
 
 
 

 

23.9%

18.6%

50.8%

55.5%

25.3%

26.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=423

R5 n=420

図１ 法律の認知度

法律があることも、内容も知っている
法律があることは知っているが、内容までは知らない
法律があることを知らなかった

 

＜調査概要＞ 

(1)調査期間 令和５年７月１日（土）～７月２日（日） 

(2)調査方法  インターネット調査 

(3)調査対象 18 歳から 79 歳で新潟県に在住する人 

(4)回答者数 420 人 

(5)回答者構成  

【全回答】 女性 男性 合計 

18 歳～39歳 58 62 109 

40 歳～59 歳 72 73 149 

60 歳～79 歳 81 74 160 

計 211 209 420 
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55.8%

47.9%

44.2%

52.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=423

R5 =n420

図２ 相談窓口の認知度

一つでも知っている 知らない

11.3%

10.2%

13.5%

8.8%

26.7%

27.9%

14.7%

11.0%

41.6%

37.4%

0.0%

0.2%

44.2%

52.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=423

R5 =n420

図２ 相談窓口の認知度 （詳細）

配偶者暴力相談支援センター（女性福祉相談所）
配偶者暴力相談支援センター（新潟市、長岡市）
市町村窓口
民間の被害者支援団体（NPO法人）
警察署の相談窓口（最寄の警察署）
その他（具体的に：【 】 ）
知らない
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78.0 

86.3 

90.1 

91.7 

66.9 

53.0 

40.7 

45.9 

57.2 

75.4 

58.9 

57.0 

78.6 

84.0 

87.4 

90.5 

65.5 

54.8 

48.1 

46.4 

62.6 

79.3 

65.7 

66.9 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

平手で打つ

足でける

身体を傷つける可能性のあるもので

なぐる・投げつける

刃物などをつきつけておどす

なぐるふりをしておどす

大声でどなる

長時間無視し続ける

交友関係や電話を細かく監視する

「誰のおかげで生活できるんだ」

「かいしょうなし」などと言う

性的な行為を強要する

無理に、アダルトビデオや

ポルノ雑誌等を見せる

避妊に協力しない

図３－１ 暴力についての認識

R5 n=420

R2 n=423

％※「配偶者やパートナーから以下の行為をされた場合、暴力にあたると思うか。 」の問いに『暴力である』と回

答した割合
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78.9%

82.8%

85.6%

88.5%

62.7%

54.1%

46.9%

42.1%

55.0%

72.7%

57.4%

60.3%

78.2%

85.3%

89.1%

92.4%

68.2%

55.5%

49.3%

50.7%

70.1%

85.8%

73.9%

73.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

平手で打つ

足でける

身体を傷つける可能性の

あるものでなぐる・投げつける

刃物などをつきつけておどす

なぐるふりをしておどす

大声でどなる

長時間無視し続ける

交友関係や電話を細かく監視する

「誰のおかげで生活できるんだ」

「かいしょうなし」などと言う

性的な行為を強要する

無理に、アダルトビデオや

ポルノ雑誌等を見せる

避妊に協力しない

図３－２ 暴力についての認識（Ｒ５ 男女別）

女性 n=211 男性 n=209

※「配偶者やパートナーから以下の行為をされた場合、暴力にあたると思うか。 」の問いに『暴力である』と回

答した割合
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28.6%

36.0%

61.9%

53.3%

6.9%

6.7%

2.6%

4.0%

R2

R5

図４ 結婚の有無について

今までに、結婚したことはない 結婚している（現在、夫または妻がいる）

過去に結婚していたが、離婚した 過去に結婚していたが、死別した
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24.6%

18.3%

75.4%

81.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=423

R5 n=420

図５－１ ＤＶの経験について

１つでもされたことがある 上記のようなことはされたことがない

12.9%

23.7%

87.1%

76.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性 n=209

女性 n=211

図５－２ ＤＶの経験について（Ｒ５ 男女別）

１つでもされたことがある 上記のようなことはされたことがない
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45.0%52.2%
42.9%

50.0%
40.0%

58.8%

50.0%57.1%53.3%42.9%

27.5%33.3%

20.8%
27.5%28.6%

7.7%

27.8%

10.0%
18.8%

46.7%

33.3%

80.0%

0.0%

12.5%

55.0%47.8%
57.1%

50.0%

60.0%

41.2%

50.0%

42.9%46.7%
57.1%

72.5%66.7%

79.2%
72.5%71.4%

92.3%

72.2%

90.0%
81.3%

53.3%

66.7%

20.0%

100.0%

87.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2 R5 R2

平手で

打つ

足でけ

る

身体を

傷つけ

る可能

性のあ

るもの

でなぐ

る・投げ

つける

刃物な

どをつ

きつけ

ておど

す

なぐる

ふりをし

ておど

す

大声で

どなる

長時間

無視し

続ける

交友関

係や電

話を細

かく監

視する

「誰の

おかげ

で生活

できる

んだ」

「かい

しょうな

し」など

と言う

性的な

行為を

強要す

る

無理

に、ア

ダルト

ビデオ

やポル

ノ雑誌

等を見

せる

避妊に

協力し

ない

図６ 暴力を受けた頻度

何度もある

１～２回ある

※DVの経験の設問で「（暴力行為を）１つでもされたことがある」と答えた方のうちの割合

R2 n=423、R5 n=420

33.7%

27.3%

66.3%

72.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=104

R5 n=77

図７ ＤＶを受けた時期

過去２年以内に受けた 過去２年以内ではない

※DVの経験の設問で「（暴力行為を）一つでもされたことがある」と答えた方のうちの割合
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20.2%

28.6%

79.8%

71.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=104

R5 n=77

図８－１ ＤＶについて相談した経験（過去２年に限らない）

相談した 相談しなかった

※DVの経験の設問で「（暴力行為を）一つでもされたことがある」と答えた方のうちの割合

18.5%

34.0%

81.5%

66.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

男性 n=27

女性 n=50

図８－２ ＤＶについて相談した経験

（過去２年に限らない）（R５ 男女別）

相談した 相談しなかった

※DVの経験の設問で「（暴力行為を）一つでもされたことがある」と答えた方のうちの割合
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0.0%

66.7%

42.9%

4.8%

4.8%

9.5%

0.0%

0.0%

0.0%

9.5%

0.0%

4.8%

0.0%

54.5%

54.5%

4.5%

0.0%

0.0%

4.5%

0.0%

0.0%

0.0%

4.5%

9.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他（具体的に ）

友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した

学校関係者（教員、養護教員、スクールカウンセラー）に相談

した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・

カウンセリング機関、民間シェルターなど）に相談した

【1】～【5】以外の公的機関に相談した

男女共同参画センター・女性センター（配偶者暴力相談支援

センターの機能を果たす施設を除く）に相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

警察に連絡・相談した

配偶者暴力相談支援センター（新潟市、長岡市）に相談した

配偶者暴力相談支援センター（女性福祉相談所）に相談した

図９－１ ＤＶの相談先

R5 n=22

R2 n=21

※DVについて相談した経験の設問で「相談した」と答えた方のうちの割合（複数回答）
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0.0%

40.0%

20.0%

20.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

40.0%

0.0%

58.8%

64.7%

0.0%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

0.0%

0.0%

5.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

その他

友人・知人に相談した

家族や親戚に相談した

学校関係者（教員、養護教員、スクールカウンセラー）に相談した

医療関係者（医師、看護師など）に相談した

民間の専門家や専門機関（弁護士・弁護士会、カウンセラー・カウ

ンセリング機関、民間シェルターなど）に相談した

上記以外の公的機関に相談した

男女共同参画センター・女性センター（配偶者暴力相談支援セン

ターの機能を果たす施設を除く）に相談した

法務局・地方法務局、人権擁護委員に相談した

警察に連絡・相談した

配偶者暴力相談支援センター（新潟市、長岡市）に相談した

配偶者暴力相談支援センター（女性福祉相談所）に相談した

図９－２ ＤＶの相談先（Ｒ５ 男女別）

女性 n=17 男性 n=5

※DVについて相談した経験の設問で「相談した」と答えた方のうちの割合（複数回答）
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2.4%

48.2%

4.8%

27.7%

8.4%

3.6%

12.0%

8.4%

16.9%

1.2%

0.0%

8.4%

32.5%

20.5%

16.9%

3.6%

50.9%

1.8%

27.3%

12.7%

1.8%

16.4%

10.9%

25.5%

5.5%

1.8%

12.7%

16.4%

20.0%

14.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

その他（具体的に ）

相談するほどのことではないと思ったから

相手の行為は愛情表現だと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

思い出したくなかったから

これまで通りのつきあい（仕事や学校などの人間関

係）ができなくなると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

世間体が悪いから

自分さえ我慢すれば、なんとかなると思ったから

相談相手の言動によって、不快になると思ったから

加害者（配偶者）に「誰にも言うな」とおどされたから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、もっと

ひどい暴力を受けると思ったから

相談してもムダだと思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

どこ（だれ）に相談してよいかわからなかったから

図10－１ 相談しなかった理由

R5 n=55

R2 n=83

※DVについて相談した経験の設問で「相談しなかった」と答えた方のうちの割合（複数回答）
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0.0%

50.0%

4.5%

36.4%

4.5%

4.5%

18.2%

9.1%

22.7%

4.5%

0.0%

4.5%

9.1%

18.2%

13.6%

6.1%

51.5%

0.0%

21.2%

18.2%

0.0%

15.2%

12.1%

27.3%

6.1%

3.0%

18.2%

21.2%

21.2%

15.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

その他

相談するほどのことではないと思ったから

相手の行為は愛情表現だと思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

思い出したくなかったから

これまで通りのつきあい（仕事や学校などの

人間関係）ができなくなると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

世間体が悪いから

自分さえ我慢すれば、なんとかなると思ったから

相談相手の言動によって、不快になると思ったから

加害者（配偶者）に「誰にも言うな」とおどされたから

相談したことがわかると、仕返しを受けたり、

もっとひどい暴力を受けると思ったから

相談してもムダだと思ったから

恥ずかしくてだれにも言えなかったから

どこ（だれ）に相談してよいかわからなかったから

図10－２ 相談しなかった理由（R５ 男女別）

女性 n=33 男性 n=22

※DVについて相談した経験の設問で「相談しなかった」と答えた方のうちの割合（複数回答）
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56.7%

57.1%

43.3%

42.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2

R5

図１１ ＤＶを受けた時の子どもの有無

子どもはいた 子どもはいなかった

※DVの経験の設問で暴力行為を「１つでもされたことがある」と答えた方のうちの割合

18.6%

15.9%

37.3%

18.2%

1.7%

4.5%

8.5%

9.1%

33.9%

52.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=59

R5 n=44

図１２ ＤＶを受けたことを子どもは知っていたか

わからない

知らなかった

その他 （具体的に ）

現場には居合わせなかったが、音・声・様子などから知っていた

現場に居合わせたので、知っていた

※DVを受けた時の子どもの有無の設問で「子どもはいた」と答えた方のうちの割合
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76.0%

77.8%

16.0%

7.4%

8.0%

14.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R2 n=25

R5 n=27

図１３ ＤＶが子どもに与えた影響

影響を与えたと思う 影響は与えなかったと思う わからない

※DVを受けたことを子どもは知っていたの設問で「～知っていた」と答えた方のうちの割合

22.7%

1.7%

19.9%

47.3%

39.7%

32.2%

17.7%

41.8%

45.9%

22.1%

1.2%

25.0%

50.2%

41.2%

38.8%

24.5%

47.1%

49.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

特にない

その他（具体的に ）

暴力を助長するおそれのある情報

（雑誌、ウェブサイトなど）を取り締まる

加害者への罰則を強化する

暴力をふるったことのある者に対し、

二度と繰り返さないための教育を行う

テレビ・雑誌・インターネット等を活用して、

暴力を防止するための広報・啓発活動を…

地域で、暴力を防止するための

研修会、イベントなどを行う

学校で、児童/生徒/学生に対し、

暴力を防止するための教育を行う

家庭で保護者が子どもに対し、

暴力を防止するための教育を行う

図１４ 暴力防止に必要なこと R5 n=420

R2 n=423
（複数回答）
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18.0%

0.7%

35.0%

48.5%

43.3%

45.2%

38.5%

59.6%

54.1%

22.1%

0.2%

37.9%

48.8%

44.5%

46.9%

40.7%

59.5%

56.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

特にない

その他（具体的に ）

被害者の経済的自立をめざす

支援体制を充実する

被害者が一時的に身を隠せる

施設（シェルター）を充実する

被害者の心や体のケアを行う

施設や体制を充実する

警察・役所、民間団体等とのネットワーク

をつくり、被害者を支援する

加害者が暴力を繰り返さないようにする

支援体制をつくる

24時間いつでも相談できる体制をつくる

身近なところに相談体制をつくる

図１５ ＤＶ被害者への支援
R5 n=420

R2 n=423（複数回答）
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男女間における暴力防止に関する取り組みについての意見・提案（抜粋） 

①教育・啓発 

・学校で道徳の時間を増やしてほしい。 

・とにかく子供の時からの教育が大事 

・被害者のケアだけでなく、加害者への教育が必要 

 

②相談窓口 

・24 時間いつでも相談できるシステムが必要 

・気軽に相談できるようにすることが重要 

 

③避難施設 

・シェルターなどの逃げ場と経済的支援等があると良い。 

・気軽に手軽に相談が出来て、実効性の高い避難施設を充実させる必要がある 

 

④罰則強化 

・加害者の罰則強化（２） 
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４ 民間団体へのヒアリング実施報告について 

 

＜実施概要＞ 

１ 実施期間 

   令和５年５月 22 日～６月 13 日 

２ 実施団体（実施順） 

 ① ＮＰＯ法人風テラス 

② ＮＰＯ法人子ども・人権ネット CAP・にいがた 

③ ＮＰＯ法人女のスペース・にいがた 

④ ＮＰＯ法人女のスペース・ながおか 

 

１ 支援活動から見える現状と課題 

（１）全体 

① 困難な状況の人ほど相談しないため、相談機関に繋がりにくい傾向にある。困

難な状況に陥る前の早めの支援が必要である。 

② これまでの厳しい扱いを受けた経験から、他者との接触に敏感になっている。

信頼関係を築くには時間を要する。 

③ 住居地の市町村窓口に相談したくない、知り合いに知られたくない人も多い。 

 

（２）親子関係 

① 虐待を受けた子どもは大人になると困難を抱える傾向にある。困難女性の支援 

には、子どもへの支援の視点も必要である。 

（例）同伴児童（保護された被害者等に同伴する児童）、被虐待児童、ヤングケア 

ラー等 

② いじめなど問題行動をする児童は、困難な問題を抱えている家庭が背景にある。 

③ 母親は自分の仕事が手一杯で子どもまで目が届かないため、親子両方への支援

が必要である。 

 

（３）若年女性 

① 中高年の女性とは支援内容が異なる。家事など生活指導が必要な場合もある。 

② 施設入所では他の人と同じ屋根の下での生活は嫌がる傾向がある。 

③ 施設入所の際にスマートフォンを使用不可とすることに抵抗感を示す。 

④ 繋がりを求めず、べたべたした支援を嫌がる傾向がある。 

⑤ 帰属意識がない一方で、孤独感を抱えている。 

⑥ 多くの人がＳＮＳを活用している。行政情報はあまり見ず、自分と同じ経験を 

した人の情報をよく見ている。 

⑦ ＳＮＳ等の甘い言葉（自分にとって安全な場所）に乗りやすい傾向がある。 
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⑧ 児童養護施設入所者が 18 歳を超え、施設を退所した後も困った場合に児童養護

施設へ相談できるような支援があるとよい。 

 

（４）子ども 

相談するという発想がなく、相談機関の連絡先も分からない。連絡先が分かって 

も行政などへの相談はハードルが高い。 

 

２ 今後必要と考える取組・支援 

（１）全体 

① 多職種連携等体制の充実 

ア 都市部以外の各地域においても女性を支援するスタッフを養成し、行政と連 

携した相談等の体制整備の充実を図る必要がある。 

イ 子ども、障害、高齢者など状況に応じた支援チームを設けることができたら 

よい。 

ウ 問題を抱える方への支援には、専門職（医師、弁護士、薬剤師、看護師、行 

政書士等）と行政とのネットワークが必要である。 

エ 民間団体の支援を離れた人（家族・実家のない人）に対し、定期的なイベン 

トなど開催により、居場所（安心感）を与えられれば良い。 

 

② 情報発信・周知 

ア 学校配付物（特に小学校）は必ず親は見るので、周知等に活用するとよい。 

イ 妊婦健診、出産後の保健師の訪問指導時の活用や、母子手帳を活用した（同 

じ大きさで相談先を明記、持ち運びしやすい）周知もよいと思う。 

ウ ＰＴＡや民生委員・児童委員への啓発も必要。行政の巡回相談があると良い。 

 

（２）子どもへの支援 

① 親や兄弟に障害がある子、ＤＶ経験の家庭で育った子、いじめにあった経験の

ある子はトラウマを持っている。ある程度大きくなった段階で必ず対人関係につ

まづくため、そうなる前に教育等の支援が必要である。 

② 困難な状況を断つには、若年層からの人権教育が大切である。学校は一番長く

過ごす場所であり、安全安心な場所であるが、教員の多忙化により、相談時間を

確保できる教員も少なくなってきているため、ＳＳＷとの連携も大事である。 

③ 義務教育課程に比べ、高校課程では人権教育を行わなくなるため、高校課程に

おいても人権教育が必要である。 

④ 子どもへの学習支援（学業の遅れが目立つ）や、家庭生活への支援（外出する

ことにハードルが高く、子ども食堂にも行かない）など、家に直接訪問するアウ

トリーチ型の支援ができるとよい。 

⑤ ＤＶ被害にあった母親と子どもが同時に並行して心理教育を受ける（コンカレ

ントプログラム）の活用も有効である。 



32 
 

（３）団体運営等活動への支援 

① 運営スタッフやボランティアの高齢化が進み、人材が不足している。 

② 常時活動できるスタッフが少ない。（勤め人等がボランティアとして参加して

いるため、活動に制限がある） 

③ スタッフは頑張れば頑張るほど疲弊する悪循環に陥りかねない状況である。 

④ 財政基盤も脆弱なため、常勤スタッフを雇う費用の捻出が困難となっている。 

⑤ 活動に理解があり、志のある若者から就労の問い合わせがあるが、待遇面を聞

き、就労を断念してしまう。 

 

（４）県の取組 

① 県が実施する各種研修（里親研修、ヤングケアラー、教員の初任者研修等）を

活用し、人権教育を実施してはどうか。。 

② ＳＮＳを活用した情報発信は有効と思う。内容はソフトでもよいが、県とし 

て正しい情報を伝える姿勢は崩さず周知した方がよい。 

③ 子ども向けに暴力防止のリーフレットやＳＮＳを活用した情報発信があると 

よい。 

 

（５）市町村の相談窓口の充実 

①  相談者の住居地で支援の地域格差があると感じているため、住み慣れた地域で 

相談支援を受けられるとよい。 

② 支援の入口は相談である。女性相談窓口の看板を掲げることが重要であり、掲 

げることで、必ず繋がることができるという安心感を与える。 

③ 女性相談支援員は様々な問題（障害、高齢者、子ども、ＬＧＢＴＱ、外国人な 

ど）への対応が求められるため、専門資格（カウンセラーなど）を持つ専従の職 

員の配置が望ましい。職員が兼任、嘱託では当該職員もモチベーションも上がら 

ない。 
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５ 令和５年度 新潟県内市町村における女性の保護・支援の実態調査 

の結果について 

 
１ 困難な問題を抱える女性（DV 被害者や要保護女子等）への保護・支援に関する庁内連絡 

会議（庁外の関係機関や民間団体を参集する会議を含む）について 

 

       
 

 

8市, 
26.7%

22市町村, 
73.3%

図1-1 庁内連絡会議の有無

あり なし

7件, 31.8%

5件, 22.7%
4件, 18.2%

1件, 4.5%

1件, 4.5%

4件, 18.2%

図1-3 庁内連絡会議がない理由

相談件数少ない 必要に応じ連携 体制未整備
人員不足 支障ない 未回答

n=22件

 

＜調査概要＞ 

(1)調査期間 令和５年６月 30 日（金）～７月 14 日（金） 

(2)調査方法  アンケート用紙による回答 

(3)調査対象 新潟県内市町村 

(4)回答者数 30 市町村 

庁内会議の構成員数  15～58 人 

開催回数  年１～５回 

庁外構成員 警察、弁護士、法務局、児童相談所、

民間支援団体等 

庁内関係課 男女共同参画課、市民窓口担当課、

生活保護担当課、障害福祉担当課、

子ども担当課、教育委員会等 

図 1-2 庁内連絡会議の構成 
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２ 婦人相談員の配置状況について 

   

 
 

2市, 6.7%

28市町村, 
93.3%

図1-4庁内連携マニュアル、要綱

あり なし

2市, 6.7%

28市町村, 
93.3%

図1-5市町村独自の職員研修

実施している 実施していない

6市, 
20.0%

24市町村, 
80.0%

図2-1 婦人相談員の配置

配置あり 配置なし

1人

15人

1人

図2-2 婦人相談員の身分

常勤・専任 非常勤・専任
非常勤・兼任

n=17人

5人
3人
3人

2人
2人

1人

1人
1人
1人

1人
6人

社会福祉士
社会福祉主事

介護福祉士
精神保健福祉士

産業ｶｳﾝｾﾗｰ
介護支援専門員

介護事務
公認心理士

保育士
教員免許
資格なし

0人 5人 10人

図2-3 婦人相談員の保有資格 （複数回答） 
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12市町村, 
50%

3市町, 13%

7市町, 29%

2市, 8%

図2-4 婦人相談員を配置しない理由

件数が少ない 人材を確保できない その他 未回答

n=24市町村

12市町村

5市町村

2市町村

1市町村
4市町村

図2-5 婦人相談員を配置していない
市町村の女性相談窓口

福祉課 子ども課 市民課 その他 未回答

n=24市町村
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３ 婦人相談員（配置していない市町村は女性相談窓口の方）の相談対応について 

（相談に来られた女性への支援に対して、主訴別に検討している割合） 

 

 
 

 

63.0%

7.4%

7.4%

29.6%

15.8%

7.4%

33.3%

11.1%

18.5%

70.4%

44.4%

48.1%

42.1%

48.1%

33.3%

44.4%

7.4%

3.7%

29.6%

3.7%

21.1%

18.5%

11.1%

25.9%

11.1%

18.5%

18.5%

18.5%

21.1%

25.9%

22.2%

18.5%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-1 DV被害

よくある ときどきある ほとんどない 全くない

59.3%

7.4%

7.4%

22.2%

5.3%

11.1%

29.6%

14.8%

18.5%

51.9%

25.9%

40.7%

42.1%

40.7%

29.6%

40.7%

11.1%

22.2%

40.7%

14.8%

31.6%

22.2%

18.5%

25.9%

11.1%

18.5%

25.9%

22.2%

21.1%

25.9%

22.2%

18.5%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-2 暴力被害

よくある ときどきある ほとんどない 全くない



37 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

70.4%

3.7%

7.4%

15.8%

7.4%

25.9%

22.2%

7.4%

37.0%

18.5%

33.3%

26.3%

22.2%

25.9%

29.6%

3.7%

37.0%

48.1%

29.6%

15.8%

29.6%

18.5%

25.9%

18.5%

22.2%

33.3%

29.6%

42.1%

40.7%

29.6%

22.2%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-3 ストーカー、性暴力被害

よくある ときどきある ほとんどない 全くない

74.1%

14.8%

26.3%

18.5%

37.0%

14.8%

40.7%

36.8%

7.4%

29.6%

33.3%

25.9%

29.6%

3.7%

25.9%

26.3%

29.6%

18.5%

14.8%

74.1%

70.4%

7.4%

18.5%

10.5%

63.0%

33.3%

14.8%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-4 経済的困窮

よくある ときどきある ほとんどない 全くない
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51.9%

14.8%

36.8%

29.6%

25.9%

3.7%

29.6%

22.2%

36.8%

14.8%

18.5%

25.9%

29.6%

37.0%

11.1%

40.7%

15.8%

33.3%

22.2%

25.9%

70.4%

59.3%

7.4%

22.2%

10.5%

51.9%

29.6%

22.2%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-5 住まい不安定（居場所なし、家賃滞納等）

よくある ときどきある ほとんどない 全くない

7.7%

11.1%

31.8%

18.5%

25.9%

3.7%

38.5%

33.3%

27.3%

3.7%

14.8%

29.6%

11.1%

18.5%

15.4%

29.6%

9.1%

25.9%

18.5%

18.5%

85.2%

81.5%

38.5%

25.9%

31.8%

70.4%

48.1%

25.9%

警察への相談を勧める

県女性福祉相談所に一時保護依頼

庁内連携 ①生活保護窓口

庁内連携 ②母子相談窓口

庁内連携 ③その他窓口

助言①民間シェルター

助言②知人・親類宅等

他機関紹介

図3-6 障害等

よくある ときどきある ほとんどない 全くない
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４ 連携している関係機関について 

（相談を受けた女性の保護や支援を行うにあたり、連携している関係機関について、主訴ごとに連携

度合いが高い上位６位までの件数） 
 

 
 

 
 
 
 

24件

21件

15件

15件

10件

8件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

警察署

女性福祉相談所

弁護士

庁内（児童担当課）

児童相談所

母子生活支援施設

図4-1 DV被害

26件

15件

12件

10件

7件

6件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

警察署

女性福祉相談所

弁護士

庁内（児童担当課）

児童相談所

女性福祉相談所一時保護委託先

図4-2 暴力被害

※上位６位までに回答した件数 

※上位６位までに回答した件数 
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26件

16件

14件

8件

6件

5件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

警察署

女性福祉相談所

弁護士

女性福祉相談所一時保護委託先

庁内（児童担当課）

児童相談所

図4-3 ストーカー、性暴力被害

※上位６位までに回答した件数

28件

17件

16件

9件

6件

6件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

庁内（生活保護担当課）

社会福祉協議会

生活困窮支援機関

弁護士

庁内（児童担当課）

NPO

図4-4 経済的困難

※上位６位までに回答した件数
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26件

16件

14件

6件

5件

5件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

庁内（生活保護担当課）

生活困窮支援機関

社会福祉協議会

庁内（公営住宅担当課）

女性福祉相談所

婦人相談員

図4-5 住まい不安定（居場所なし、家賃滞納等）

※上位６位までに回答した件数

25件

9件

8件

7件

6件

5件

5件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

庁内（障害福祉担当課）

障害者相談支援事業所

生活困窮支援機関

庁内（生活保護担当課）

医療機関

警察署

保健所

図4-6 その他保護が必要（障害等）

※上位６位までに回答した件数
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５ 女性福祉相談所における一時保護の依頼状況について 

 

 
 
 
 
６ 女性福祉相談所における一時保護に関する課題について 

（女性福祉相談所における一時保護を検討したが、一時保護に至らなかった理由） 

 
 

12市町, 
40%

18市町
村, 60%

図5-1 一時保護依頼検討

検討した 検討しなかった

17件, 55%

2件, 6%

12件, 39%

図5-2 一時保護依頼件数

依頼し、一時保護を実施した

依頼し、一時保護を実施しなかった

依頼しなかった

※一時保護依頼検討の設問で一時保護を検討した
件数のうちの割合

n=31件

9.1%

9.1%

9.1%

9.1%

18.2%

9.1%

9.1%

18.2%

36.4%

81.8%

90.9%

81.8%

90.9%

100.0%

72.7%

54.5%

施設の満床

介助が必要

医療的ケアが必要

妊婦

外国人

集団生活困難

母子での入所困難

図6-1 施設側の理由

よくある ときどきある ほとんどない
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9.1%

54.5%

72.7%

18.2%

41.7%

27.3%

36.4%

27.3%

36.4%

25.0%

18.2%

54.5%

18.2%

27.3%

45.5%

33.3%

54.5%

家族と離れたくない

仕事を続けたい

携帯電話を使用したい

ペット同伴希望

子どもの学校（休ませたくない）

集団生活を受け入れられない

図6-2 本人が入所を希望しない理由

よくある ときどきある ほとんどない

18.2%

36.4%

9.1%

45.5%

36.4%

36.4%

27.3%

36.4%

63.6%

27.3%

63.6%

別の適当な支援策が見つかった

他施設で保護・入所

知人・親類宅を利用

民間宿泊施設を利用

図6-3 入所検討途中の理由

よくある ときどきある ほとんどない
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 一時保護に関するその他の課題 

①高齢者・障がい者 

・高齢者や障がいを持つ方の場合、集団生活になじまないと判断することもある。 

・高齢者が保護を希望しても、入所できる施設がない。 

 

②連絡手段 

・外出や親族との連絡が自由に行えない。 

・スマートフォンが生活の必需品となっており、手放すことができない。                                                                                                  

 

７ 一時保護の判断基準について 

 
 

８ 一時保護施設（母子生活支援施設を含む）を退所した後の女性に対する支援の課題について 

①市町村の人材不足・経験不足 
・加害者から離れた後も、暴力による影響は継続するが、精神的なケアをする制度や人材がな

い。 
・実績が少ないため、支援のスキル・知識が乏しく、安定した生活が定着するまでのサポート

はどの程度必要なのか、十分に出来ているのか判断できない。 
・専門職員を配置していないため、的確なアドバイスができない。 
・ノウハウがなく、迅速な対応が困難である。 

 
②地域資源の不足 
 ・一時保護施設を退所してからの生活支援施設が無く、他市の施設にお願いすることが多い 
・新しい環境で相談者の周囲に支援者がいない場合が多い 

 
 
 
 
 

11市町村, 
37%

4市町村, 13%

15市町村, 
50%

図7 一時保護の判断基準

基準を定めている 基準はないが、判断材料あり

基準を定めていない、未回答

被害者本人の意向、危害がおよぶ

危険性や緊急性を基準や判断材

料にしている市町村が多い 
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９ 困難な問題を抱える若年女性への支援について 

（相談を受けた若年女性（30 歳未満）に対して支援を行うにあたり、連携している関係機関について、

主訴ごとに連携度合いが高い上位６位までの件数） 
 

 
 

 
 

17件

14件

7件

6件

6件

6件

6件

0件 5件 10件 15件 20件

庁内（児童担当課）

児童相談所

庁内（保健師）

警察署

弁護士

女性福祉相談所

NPO・NGO

図9-1 家族関係の悪化、家族の崩壊

※上位６位までに回答した件数

22件

21件

17件

12件

8件

5件

6件

0件 5件 10件 15件 20件 25件

警察署

児童相談所

庁内（児童担当課）

女性福祉相談所

医療機関

女性福祉相談所
一時保護委託先

その他

図9-2 親からの暴力・性虐待

※上位６位までに回答した件数
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27件

18件

16件

7件

6件

6件

0件 5件 10件 15件 20件 25件 30件

庁内（生活保護担当課）

社会福祉協議会

生活困窮支援機関

NPO・NGO

弁護士

庁内（児童担当課）

図9-3 貧困・経済的困窮

※上位６位までに回答した件数

22件

11件

9件

9件

8件

7件

0件 5件 10件 15件 20件 25件

警察署

女性福祉相談所

弁護士

児童相談所

庁内（児童担当課）

医療機関

図9-4 性搾取

※上位６位までに回答した件数
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10件

10件

8件

7件

6件

4件

4件

4件

4件

0件 5件 10件 15件

庁内（生活保護担当課）

社会福祉協議会

生活困窮支援機関

婦人相談員

NPO・NGO

庁内（障害福祉担当課）

庁内（児童担当課）

障害者相談支援事業所

医療機関

図9-5 居場所の喪失

※上位６位までに回答した件数

18件

13件

8件

7件

6件

5件

0件 2件 4件 6件 8件 10件 12件 14件 16件 18件 20件

庁内（児童担当課）

学校、教育委員会

児童相談所

医療機関

社会福祉協議会

生活困窮支援機関

図9-6 学校教育からのドロップアウト

※上位６位までに回答した件数
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12件

12件

10件

6件

5件

5件

0件 5件 10件 15件

庁内（生活保護担当課）

生活困窮支援機関

社会福祉協議会

医療機関

弁護士

NPO・NGO

図9-7 就職機会等からのドロップアウト、不安定な就労環境

※上位６位までに回答した件数

19件

15件

14件

7件

4件

4件

0件 5件 10件 15件 20件

庁内（児童担当課）

医療機関

児童相談所

庁内（保健師）

庁内（生活保護担当課）

子育て世代包括支援センター

図9-8 予期せぬ妊娠・中絶

※上位６位までに回答した件数
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24件

19件

14件

12件

7件

4件

4件

0件 5件 10件 15件 20件 25件

庁内（障害福祉担当課）

医療機関

障害者相談支援事業所

保健所

庁内（保健師）

庁内（児童担当課）

精神保健福祉センター

図9-9 心身の健康の侵害、障害

※上位６位までに回答した件数

20件

16件

8件

8件

6件

4件

0件 5件 10件 15件 20件 25件

医療機関

保健所

庁内（保健師）

庁内（児童担当課）

庁内（障害福祉担当課）

精神保健福祉センター

図9-10 自死念慮、自殺未遂

※上位６位までに回答した件数
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１０ 困難な問題を抱える若年女性への支援等に関する課題について 

 
図１０－１ 発見・アウトリーチ（未回答、複数回答あり） 

課   題 対   策 

本人が声を上げにくい 

(10 市町村） 

・関係機関や支援者との情報共有、信頼関係の構築、

ネットワークの強化 

相談窓口の周知不足 

（9市町村） 

・相談場所の啓発 

・相談窓口の周知・広報（紙媒体、WEB） 

職員の知識不足 

（2市町村） 
・研修会への参加 

人員不足 

（3市町村） 
・外部からの通報 

 
図１０－２ 相談・支援（未回答、複数回答あり） 

課   題 対   策 

専門職員不足 

（10 市町村） 

・相談員の増員と対応できる人材の確保及び待遇の改善 

・女性相談員だけでなく、区のなかで協力して対応 

・関係者と連携 

・近隣市との事業提携 

職員の知識、経験不足 

（6市町村） 

・研修等の積極的な参加 

・法テラス等の紹介 

・県が作成した市町村向けマニュアルによる対応 

・職員が孤立しないよう、各関係者で助け合う関係性の構築 

庁内連携、他機関連携 

（3市町村） 

・児童相談所で対応してきた対象者が 18 歳に達したときに、

支援が途切れてしまわない対応策の検討が必要 

・様々な視点で支援方針が立てられるケア会議等の開催 

・各種相談窓口をまとめたパンフレットの作成、相談窓口の

周知 

支援拒否、孤立 

（2市町村） 

・警察や児童相談所等と情報共有し、繰り返し身の安全を守

る必要性を伝える 

・信頼できる人から丁寧につなげていく 

・支援者間での支援の方向性の共有、連携 

十分な支援策がない 

（1市町村） 
・どのような支援が必要か分析が必要 

リスクや危険の伝え

方（1市町村） 

・ケースの意向を尊重しながらも、行動の選択によるリスク

や考え得る危険を丁寧に伝える 
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図１０－３ 施設・シェルターでの保護（未回答、複数回答あり） 

課  題 対    策 

施設・シェルター不足 

（6市町村） 

・シェルターとして利用できる場所を調整 

・県や他市の支援、関係者と連携 

通信機器の使用制限

等 

（2市町村） 

・安全確保した上での通信機器使用、又はそれに代わる対策の

検討が必要。 

・委託先の民間シェルターでは共有タブレットを貸出 

・安全安心が最優先であり、新しい生活を始まるために必要な

ステップであると理解を求める 

予算不足 

（2市町村) 
・保護直後から自立に向けた支援を考え、対応する 

専門職員の不足 

（3市町村） 

・県女性相談所と協力し一時保護に関する研修を実施予定 

・一時保護を行う場合のフロー図を作成予定 

・県が作成した市町村向けマニュアルによる対応 

 
図１０－４ 自立支援・アフターケア（未回答、複数回答あり） 

課題 対策 

専門職員の不足 

（8市町村） 

・民間ＮＰＯ等の活用。（団体及び人材の育成も必要） 

・ケースワークを通した相談技術の向上 

・単独の部署だけではなく他機関連携による手厚い支援 

・県が作成した市町村向けマニュアルによる対応 

・退所後や自立に向けた親族等による支援の検討 

地元の資源不足 

（3市町村） 

・各関係者の助け合い  

・パーソナル・サポート・センターの協力 

支援拒否 

（2市町村） 

・他自治体の対応や支援事例を紹介した研修等を通じた

情報収集 

・信頼できる人から丁寧につなげていく 

・支援者間での支援の方向性の共有、連携 

支援対策を検討する機会の

不足（1市町村） 

・連絡会議等の開催検討 

精神的、金銭的に不安定で

あり自立が難しい方の自立

支援をどこまですればいい

のかが曖昧（1市町村） 

・利用できる制度の紹介 

・できるだけ多くの関係機関が関わり支援者を増やす働 

 きかけ 

原則、女性相談からは連絡

せず、ケースの連絡を受け

るのみ（1市町村） 

・支援終了が決定した際に、その後 1回は経過報告の連

絡をするよう促す 
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１１ 民間団体との連携について 

 

 
図１１－２ 取組内容 

定期的なケース会議 ・月 1回ケース会議を開催 

相談窓口の相談員 

・出前相談会として、支所地域での相談対応 

・市広報等で相談窓口として周知 

・電話相談、出張相談を依頼  
緊急一時避難 

（シェルター） 

・社会福祉協議会が所有している緊急用アパートの利用

を依頼 

定期的な勉強会 ・行政向けの研修会などの情報を提供し、参加を依頼 

住民向け広報 ・市広報等で相談窓口として周知 

その他 

・デート DV 防止セミナー委託 

・見守り・同行支援委託 

・夜間電話対応委託（週３回） 

 
民間団体と連携して取り組みたいこと、団体に期待したいこと 
・相談対応（受付、相談、同行支援） 

・一時的な避難場所、母子家庭を支援するシェアハウスや空き家利用 

・孤独な若者の居場所 

 

 

 

 

3.6%

10.7%

3.6%

7.1%

3.6%

10.7%

7.1%

96.4%

89.3%

85.7%

92.9%

89.3%

定期的なケース会議

相談窓口の相談員

緊急一時避難（シェルター）

定期的な勉強会

住民向け広報

図11-1 民間団体との連携

よくある ときどきある ほとんどない
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12 困難な問題を抱える女性への支援に関する全般についての意見 

①研修の充実 

・経験年数（新任者、中堅者、中堅者以降経験者）を区切った研修、事例検討、若年層の被害

者対応事例の紹介、先進的な取り組みをしている自治体の紹介など研修機会の充実。 

・研修など実務担当者のスキルアップ機会の提供。 

・ケース支援に活きる研修会、ケース支援会議での助言 

 

②相談窓口 

・巡回相談やインターネット相談窓口の開設 

・女性相談を含め、総合窓口のような相談機関 

 

③連携・協働 

・近隣市との広域的な取組に対する支援 

・他機関との連携・協働のための仕組み作りが必要 

・民間団体への支援を充実 
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６ 令和４年度 全国母子生活支援施設基礎調査について（新潟県版） 
 

 

１ 施設 

図１ 施設の概要 

 設置主体 経営主体 認可定員 

（人） 市町村 社会福祉法人 市町村 社会福祉法人 

ふじみ苑 ○   ○ 18 

さつき荘 ○   ○ 18 

みこころ荘  ○  ○ 20 

ほおずき荘 ○  ○  6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10人, 42%

14人, 58%

図２ 施設勤務職員の雇用形態

正規職員 非正規職員

＜調査概要＞ 

〇 令和４年度に全国母子生活支援施設協議会が実施したアンケート調査について、 

県内４施設から回答した内容をご提供いただき、県内の状況をとりまとめたもの 

〇 調査対象年：令和４年４月１日現在 

〇 入所世帯数：25 世帯（母親 25 人、子ども 50 人） 
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２ 利用者の状況（R4.4.1 の現員母子世帯 25 世帯の状況） 

 

     
 

 

 

5人, 
20%

9人, 
36%

11人, 
44%

図３ 母親の年齢

20～29歳 30～39歳 40～49歳

21人, 42%

18人, 36%

9人, 18%

2人, 4%

図４ 子どもの就学別人数

就学前 小学生 中学生 高校生

11世帯, 
44%

10世帯, 
40%

2世帯, 8%

1世帯, 4%
1世帯, 4%

図５ 世帯別入所期間

1年未満 1～2年未満
2～3年未満 3～4年未満
4～5年未満

6人,24%

11人, 44%

7人, 28%

1人, 4%

図６ ひとり親になった理由

死別

離婚

家出、別居（夫から逃げ出す、DV要因含む）

住宅事情
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17人, 68%
1人, 4%

3人, 12%

2人, 8%

1人, 4% 1人, 4%
図７ 主たる入所理由

夫などの暴力
児童虐待
不適切な家庭環境（同居人との折り合いが悪い、家が乱雑等）
母親の心身の不安定
住宅事情
経済事情

３施設

２施設

２施設

２施設

２施設

２施設

１施設

１施設

子どもの行動課題（不登校等）

親子関係

育児不安

住宅

図８　入所世帯からの相談内容の多い項目
　　（複数回答）

経済

就労

借金・債務（消費者金融等）

(前)夫との課題（DVの関係する離婚
課題）

3人, 12%

9人, 36%

2人, 8%

11人, 44%

図９ 母親の就労状況

正規職員 非正規職員 福祉的就労 未就労

3人, 27%

3人, 27%
3人, 27%

1人, 9%

1人, 9%
図10 就労していない理由

乳幼児の世話 障害がある 休職中

病気 職業訓練実施中

20人, 80%

5人, 20%

図11 母親の生活保護受給状況

受給者 未受給者

11人, 44%

7人, 28%

2人, 8%

5人, 20%

図12 母親のR3年度の年収

100万円未満
200万～300万円未満
300万～400万円未満
不明・未回答
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7人, 28%

18人, 72%

図13 養育費の取り決め状況

取り決めている 取り決めていない

5人, 71%

2人, 29%

図14 養育費の受け取り状況

取り決めどおり

取り決めどおりではないが受け取っている

7人, 28%

5人, 20%
3人,
12%

10人, 40%

図15 母親の障害者手帳等の状況

精神障害者手帳をもつ
精神障害者手帳をもたないが、精神科等を受診している
療育手帳をもつ
該当なし

9人, 18%

6人, 12%

6人, 12%

2人, 4%

27人, 54%

図16 子どもの障害者手帳等

の状況

発達障害がある
療育手帳をもつ
療育手帳をもたないが、取得の可能性があると思われる
精神障害者手帳をもたないが、精神科等を受診している
該当なし

４施設

４施設

２施設

２施設

２施設

１施設

⑥寄贈品の配付 １施設

※子ども食堂、学習支援、居場所づくりは未実施

⑥カンファレンス等関係機関連携

図17 退所世帯を含む地域支援の実施状況

①電話相談

②来所相談

②訪問相談

②同行や代行

②食材提供

３施設

３施設

３施設

２施設

２施設

２施設

２施設

１施設

１施設

④子どもの進学・就労課題

④子どもの病気・障害等の課題

図18 図17の相談（電話、来所、訪問）をして
いる場合の主な相談援助の内容

①就労課題

⑧結婚・復縁・異性関係等課題

⑧各種手続の確認、やり方

①健康課題（身体的）

①子どもの行動課題（不登校、ひきこもり）

④金銭（消費者金融等）課題

④健康課題（精神保健）


